
庄川漁業協同組合遊漁規則の変更について 

 
１ 変更の概要 

 ・禁止区域の延長 

 

２ 新旧対照表 

 
 
 

変  更  前 変  更  後 

（禁止区域） 

第５条 前条の規定による期間内であっても、次の表のア欄の区域内に

おいては、それぞれイ欄の期間中は、ウ欄の魚種を対象として遊漁を

してはならない。 

ア 区   域 イ 期 間 ウ 魚 種 

六厩川 女滝から上流全域 1月 1日～ 

12月 31 日まで 

あじめどじょ

う・かじか 以下略 

坂巻谷、庄川合流点から上流の区域 1月 1日～ 

12月 31 日まで 

 

全魚種 

（但し、あゆ

を除く） 

 

以下略 

庄川、御母衣ダムえん堤上流端から

上流 1,300m、下流端から下流 500ｍ

までの区域 

以下略 
 

（禁止区域） 

第５条 前条の規定による期間内であっても、次の表のア欄の区域内におい

ては、それぞれイ欄の期間中は、ウ欄の魚種を対象として遊漁をしてはな

らない。 

ア 区   域 イ 期 間 ウ 魚 種 

六厩川 女滝から上流全域 1月 1日～ 

12月 31日まで 

あじめどじょ

う・かじか 以下略 

坂巻谷、庄川合流点から上流の区域 1月 1日～ 

12月 31日まで 

 

全魚種 

（但し、あゆ

を除く） 

 

以下略 

庄川、御母衣ダムえん堤上流端から

上流 1,300m、下流端から下流 800ｍ

までの区域 

以下略 
 


